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疋

田

啓

佑

第
二
十
二
輯

口

㈲
『
静
奄
先
生
文
集
』
趙
光
祖
　
撰

　
本
集
は
、
静
奄
趙
光
祖
の
詩
文
集
で
、
十
七
巻
五
冊
、
全
蹴
丁
。

　
底
本
は
国
立
中
央
図
書
館
蔵
本
。

　
本
書
の
著
者
趙
光
祖
は
己
卯
の
士
禍
に
於
て
死
刑
と
な
っ
た
為
、
二
十
六
年
後
の
仁
山
の
世
と
な
っ
た
栄
靖
大
王
の
元
年
に
官
爵
が
元

に
回
復
し
た
も
の
の
、
文
集
の
編
集
出
版
に
は
ま
だ
時
の
経
過
が
必
要
で
あ
っ
た
。
宋
時
烈
の
「
静
巷
先
生
文
集
序
」
に
、
趙
春
信
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
た

「
嘉
言
善
行
、
殆
ん
ど
将
に
埋
没
せ
ん
と
し
て
伝
は
る
無
し
。
…
…
識
者
の
恨
を
齎
ら
す
こ
と
殆
ん
ど
今
に
二
百
年
置
ら
ん
」
と
言
う
。

　
長
光
祖
を
高
く
評
価
し
、
文
正
公
の
論
号
を
贈
っ
た
宣
祖
の
時
代
に
、
文
集
の
撰
輯
の
命
が
下
さ
れ
た
と
龍
門
烈
の
序
に
あ
る
が
、
李

退
官
の
行
状
が
嘉
吉
四
十
三
年
（
明
宗
の
十
九
年
・
一
五
六
四
）
の
目
付
が
あ
る
と
こ
ろ
を
見
る
と
、
電
導
の
元
年
（
一
五
四
五
）
に
官

爵
が
回
復
し
、
そ
の
後
に
遺
文
が
蒐
集
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
、
そ
れ
が
李
箕
疇
と
野
選
が
、
そ
れ
ぞ
れ
に
蒐
集
、
そ
れ
に
著
者
の
五
代
の

孫
、
張
型
の
温
温
嬰
が
家
蔵
し
て
い
た
草
本
と
一
緒
に
し
て
朴
世
采
（
字
、
和
叔
）
が
一
六
八
一
年
に
校
訂
、
編
次
し
、
附
録
と
年
譜
を

つ
け
て
定
稿
本
と
し
た
。
そ
の
う
ち
本
文
を
南
原
で
滑
嬰
が
刊
行
し
た
の
が
湖
本
と
言
わ
れ
る
初
刊
本
で
、
一
六
八
五
年
（
粛
宗
の
十
一

年
）
に
朴
世
采
が
定
稿
本
を
再
訂
し
て
大
邸
で
刊
行
し
た
の
が
献
本
と
言
わ
れ
る
初
刊
の
別
本
で
あ
る
。
こ
れ
ら
を
叢
濃
の
梁
会
淵
が
こ

一　69　一



れ
ら
の
本
を
合
せ
て
再
編
し
て
一
人
九
二
年
に
刊
行
し
た
の
が
重
刊
本
で
あ
る
（
趙
命
教
の
識
語
）
。
な
お
本
書
は
、
こ
の
影
印
を
昭
和

四
年
（
一
九
二
九
）
に
梁
会
奎
が
三
芝
斎
で
出
版
し
た
の
に
も
と
づ
い
て
い
る
。

　
内
容
は
、
最
初
に
粛
宗
大
王
の
御
製
の
詩
を
掲
げ
て
い
る
。
そ
れ
は
「
静
苓
集
を
読
ん
で
感
有
り
」
と
い
う
も
の
で
、
趙
光
祖
が
死
に

臨
ん
で
言
っ
た
言
葉
を
思
う
た
び
に
涙
が
流
れ
、
先
生
の
道
徳
の
明
ら
か
な
こ
と
は
朝
里
ば
か
り
で
な
く
野
姫
も
尊
敬
し
た
」
と
い
う
も

の
で
、
こ
れ
に
は
庚
戌
（
一
七
三
〇
）
の
桑
中
遠
の
識
語
が
つ
い
て
い
る
。
次
に
宋
時
烈
の
序
、
宋
乗
落
の
重
刊
の
序
（
一
八
九
二
年
）

が
あ
り
、
こ
こ
に
湖
本
と
嶺
本
の
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

　
巻
一
、
賦
（
1
首
）
、
詩
（
1
6
首
）
。

　
巻
二
、
対
策
（
1
）
「
謁
聖
施
策
」
乙
亥
　
こ
れ
が
中
宗
に
注
目
さ
れ
て
官
界
で
重
用
さ
れ
て
い
く
き
っ
か
け
と
な
っ
た
も
の
。
疏

（
1
）
、
「
弘
文
電
請
罷
昭
格
署
疏
」
無
畏
七
月
道
教
の
役
所
で
あ
る
昭
格
署
を
廃
止
し
て
、
迷
信
打
破
を
推
進
す
る
有
名
な
上
疏
文
。
啓

辞
（
1
2
）
。
「
司
諌
院
請
罷
両
司
啓
」
（
3
）
、
「
両
雄
請
改
正
靖
国
功
臣
啓
（
4
）
、
こ
れ
は
功
績
も
な
い
の
に
重
職
を
占
め
て
い
る
勲
旧
派

を
弾
劾
す
る
も
の
で
、
光
画
の
命
と
り
に
な
る
啓
辞
で
、
光
祖
の
政
治
に
対
す
る
思
想
を
よ
く
表
わ
し
て
い
る
も
の
。
次
の
「
因
不
従
改

正
功
臣
事
辞
職
啓
」
（
3
）
も
同
様
の
も
の
。
書
（
2
）
、
箴
（
1
）
、
「
戒
心
箴
」
井
序
。
並
塩
（
1
）
、
供
状
（
2
）
、
「
獄
中
謹
辞
」
《

「
獄
中
聯
名
疏
」
。

　
巻
三
、
経
鑓
陳
啓
（
4
4
）
。
「
検
討
零
時
啓
」
（
7
）
、
「
侍
読
官
時
分
」
（
1
8
）
、
侍
講
官
時
啓
」
（
4
）
、
盲
断
官
男
心
（
1
5
）

　
巻
四
、
経
錘
子
啓
（
3
7
）
。
「
参
賛
官
時
啓
」
（
1
）
、
「
副
提
学
時
啓
」
（
2
1
）
、
「
大
司
憲
時
啓
」
（
1
1
）
、
「
元
子
輔
養
官
時
啓
」
（
3
）
。

拾
遺
、
啓
（
5
）
、
他
二
。

　
巻
五
、
鑓
中
記
事
（
4
）
。
拾
遺
（
2
）
。
遺
墨

　
附
録

　
巻
一
、
事
実
。

　
巻
二
、
語
類
。

　
巻
三
、
啓
・
筍
・
疏
（
2
1
）
。
安
塘
・
金
壷
ら
同
僚
の
も
の
か
ら
、
奇
大
升
、
李
滉
、
白
磁
傑
、
李
珊
ら
後
輩
の
人
々
の
も
の
。

一　70　一



　
巻
四
、
祭
文
・
祝
文
（
6
）
。
記
（
2
）
。
践
（
2
）
。
世
系
。

　
巻
五
、
行
状
（
2
、
李
滉
と
洪
仁
祐
に
よ
る
）
、
墓
誌
銘
（
李
珂
）
、
神
道
碑
銘
（
盧
守
慎
）
。
賊
（
経
世
采
の
辛
酉
（
一
六
八
一
）
、
同

再
書
、
乙
丑
（
一
六
八
五
）
。

　
続
集

　
巻
一
、
拾
遺
詩
（
1
2
首
）
。

　
附
録

　
巻
一
、
致
祭
文
（
1
6
）
。
巻
二
、
疏
・
筍
・
啓
（
7
）
。

　
巻
三
、
補
遺
。

　
巻
四
、
記
（
6
）
。
詩
（
1
4
）
後
の
人
の
も
の
。
賛
（
1
）
。
祭
文
（
3
）
。

　
巻
五
、
碑
（
2
）
。
詩
（
3
）
。
門
生
録
。
重
刊
賊
（
鄭
範
朝
及
び
趙
背
教
）
。

　
趙
光
祖
（
一
四
八
二
・
成
宗
十
三
年
一
一
五
一
九
・
中
宗
十
四
年
）

　
姓
は
趙
氏
、
名
は
光
祖
、
字
は
孝
直
。
自
ら
静
巷
と
号
す
。

　
七
代
の
祖
の
趙
良
瑛
は
高
麗
朝
に
仕
え
て
捻
管
、
高
祖
の
趙
温
は
漢
川
府
院
君
、
曽
祖
の
趙
育
は
吏
曹
参
詣
、
祖
父
の
趙
衷
孫
は
礼
曹

判
書
、
父
の
趙
元
綱
は
司
憲
府
監
察
に
ま
で
な
っ
た
が
、
光
祖
が
十
九
歳
の
時
（
下
山
君
の
六
年
）
に
亡
く
な
っ
た
。
母
は
県
監
関
誼
の

女
。
公
は
成
宗
の
十
三
年
八
月
十
日
に
生
れ
た
。
公
の
生
涯
は
李
滉
（
退
漢
）
及
び
洪
仁
祐
の
行
状
、
盧
守
慎
の
「
神
道
碑
銘
」
、
詳
細

な
年
譜
（
す
べ
て
本
集
附
録
巻
六
所
収
）
よ
り
適
宜
選
択
し
て
述
べ
る
。

　
生
れ
な
が
ら
に
し
て
美
質
が
あ
り
、
幼
い
時
か
ら
嬉
戯
す
る
こ
と
少
な
く
、
小
さ
い
時
か
ら
成
人
の
儀
度
が
あ
っ
た
と
い
う
。
成
長
す

る
に
従
っ
て
読
書
に
励
み
、
学
業
を
修
め
る
中
で
、
戊
午
の
士
禍
に
よ
っ
て
流
請
さ
れ
て
い
た
寒
喧
堂
金
宏
弼
先
生
の
門
に
入
っ
て
学
び
、

慷
慨
し
て
大
志
を
抱
き
、
科
挙
に
よ
る
栄
達
の
道
に
進
む
の
を
快
く
思
わ
ず
、
聖
賢
の
風
を
慕
っ
て
博
学
力
行
し
た
。
前
述
し
た
よ
う
に
、

十
九
歳
の
時
、
父
の
死
に
遭
い
、
朱
子
の
家
礼
に
従
っ
て
厳
し
く
喪
に
服
し
た
。
三
年
の
喪
を
終
え
て
学
問
に
精
進
す
る
が
、
そ
こ
で
主

と
し
て
究
め
た
の
は
、
『
小
学
』
、
『
近
思
録
』
、
四
書
を
主
と
し
、
つ
い
で
性
理
学
の
関
係
書
や
『
資
治
通
鑑
綱
目
』
で
、
こ
れ
が
光
祖
の
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思
想
の
根
本
と
な
っ
て
い
る
。

　
燕
山
蜂
の
十
年
（
一
五
〇
四
年
）
に
は
、
ま
た
士
禍
が
起
き
、
金
光
弼
先
生
は
犠
牲
と
な
っ
て
し
ま
う
。
二
年
後
に
燕
山
君
は
追
わ
れ
、

中
宗
（
恭
僖
大
王
）
が
即
位
し
、
燕
山
雪
の
虐
政
が
改
め
ら
れ
る
。
中
宗
の
五
年
、
進
士
の
試
験
に
状
元
（
一
位
）
で
合
格
し
た
が
、
翌

年
、
母
が
亡
く
な
っ
た
為
に
喪
に
服
し
た
。
中
事
の
十
年
に
造
紙
署
司
紙
に
除
せ
ら
れ
、
官
僚
と
し
て
の
第
一
歩
を
踏
み
出
し
た
。
そ
の

年
の
秋
の
中
尾
の
別
試
に
乙
科
第
一
人
と
し
て
及
第
。
成
均
館
典
籍
に
除
せ
ら
れ
、
つ
い
で
司
憲
府
監
察
に
遷
り
、
以
後
次
々
と
官
職
を

移
り
つ
㌻
累
進
し
て
い
っ
た
。
中
締
の
十
一
年
に
は
弘
文
館
に
入
り
、
副
修
撰
に
併
せ
て
経
鑓
検
討
官
を
兼
ね
、
朝
廷
で
次
々
と
意
見
を

具
申
し
た
。
そ
れ
ら
は
検
討
官
時
啓
と
し
て
本
書
巻
三
に
七
書
収
め
ら
れ
て
い
る
。
時
に
三
晃
三
十
五
歳
。
暴
騰
つ
ま
り
朝
廷
で
国
王
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
だ

前
で
意
見
を
具
申
す
る
の
が
職
務
な
の
で
、
公
は
鋭
意
君
を
格
し
て
尭
舜
の
君
民
の
よ
う
に
な
る
こ
と
、
従
っ
て
斯
文
（
儒
教
）
を
興
起

す
る
こ
と
が
自
分
の
任
務
と
考
え
、
出
仕
す
る
前
に
は
斎
戒
し
、
講
ず
る
書
を
端
坐
、
熟
読
し
、
王
の
前
に
は
神
明
に
対
す
る
よ
う
に
、

一
心
粛
臆
し
、
王
道
・
覇
道
の
相
違
、
義
利
の
弁
か
ら
、
修
身
致
治
の
道
に
い
た
る
ま
で
を
日
誌
に
至
る
ま
で
論
じ
尽
く
し
た
。
王
も
虚

心
に
傾
聴
し
て
太
平
を
致
す
こ
と
を
願
っ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
中
戸
か
ら
厚
く
信
頼
さ
れ
、
そ
れ
に
と
も
な
っ
て
真
宗
の
十
三
年
に
は

通
政
大
夫
弘
文
館
副
提
学
兼
経
企
熱
賛
官
、
つ
い
で
承
政
院
に
移
り
な
が
ら
も
、
経
鑓
で
は
数
多
く
の
建
言
を
し
て
い
る
。

　
こ
の
経
鑓
で
の
建
言
で
大
き
い
問
題
と
さ
れ
た
も
の
が
い
く
つ
か
あ
る
。
ま
ず
道
教
関
係
の
役
所
の
品
格
署
の
廃
止
を
請
う
も
の

（「

O
文
館
請
三
期
格
心
々
」
本
書
巻
二
所
収
）
で
、
す
で
に
迷
信
を
打
破
す
る
た
め
に
以
前
か
ら
言
わ
れ
て
き
て
い
た
も
の
だ
が
、
天
を

祭
る
行
事
で
あ
っ
た
た
め
な
か
な
か
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
公
は
「
願
は
く
は
、
殿
下
、
潜
思
熟
慮
さ
れ
ん
こ
と
を
、
王
道
は
一
な
ら
ざ

る
べ
か
ら
ず
。
而
も
王
政
も
ま
た
当
に
純
な
る
べ
し
。
一
に
し
て
正
し
」
云
云
と
道
教
の
邪
道
に
陥
入
ら
な
い
よ
う
、
惑
わ
さ
れ
な
い
よ

う
に
と
願
っ
た
文
で
、
許
し
て
も
ら
え
る
ま
で
留
ま
っ
て
退
出
し
な
い
と
朝
に
な
る
ま
で
止
め
な
か
っ
た
た
め
、
七
宗
も
許
さ
ざ
る
を
得

な
か
っ
た
と
あ
る
。

　
公
は
嘉
善
大
夫
に
陞
り
、
司
憲
府
大
司
憲
に
移
っ
た
後
、
皇
太
子
の
教
育
に
つ
い
て
も
強
く
発
言
し
、
そ
れ
と
と
も
に
科
挙
に
よ
る
登

用
だ
け
で
は
人
材
が
得
ら
れ
な
い
と
し
て
賢
良
科
を
設
け
る
こ
と
を
願
い
出
て
、
こ
れ
が
認
め
ら
れ
る
や
、
士
林
派
の
人
々
が
多
数
登
用

さ
れ
》
勲
旧
派
と
言
わ
れ
る
旧
勢
力
の
人
々
か
ら
大
い
に
反
発
を
買
っ
た
。
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こ
の
勲
旧
派
と
い
わ
れ
る
保
守
派
の
人
々
と
は
、
す
で
に
戊
午
の
士
禍
（
一
四
九
八
年
）
、
甲
子
の
士
気
（
一
五
〇
四
年
）
な
ど
を
引

き
起
こ
し
た
因
縁
が
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
士
禍
を
克
服
し
て
新
た
な
政
治
体
制
に
変
わ
る
に
際
し
て
、
さ
し
た
る
功
績
も
な
い
の
に
、

過
大
に
評
価
を
得
て
椹
要
の
地
位
に
あ
る
人
々
に
対
し
、
公
は
「
両
面
、
靖
国
の
功
臣
を
改
正
せ
ん
こ
と
を
請
ふ
啓
」
（
本
書
挙
世
所
収
）

を
一
か
ら
四
ま
で
奉
っ
て
、
彼
等
の
官
職
を
剥
奪
す
る
こ
と
を
求
め
た
の
で
あ
る
。

　
光
影
の
施
策
は
あ
ま
り
に
も
過
激
、
性
急
で
あ
る
た
め
、
中
宗
も
初
め
こ
そ
納
得
し
、
公
の
思
想
に
賛
同
し
て
い
た
が
、
次
か
ら
次
と

持
ち
出
し
て
く
る
改
革
に
、
少
々
倦
怠
を
抱
い
た
か
、
勲
旧
派
の
意
向
に
心
を
合
わ
せ
る
よ
う
に
な
っ
て
く
る
。
そ
こ
に
彼
ら
保
守
派
の

南
衰
、
沈
着
、
洪
景
舟
ら
は
中
宗
に
趙
光
祖
ら
士
林
派
が
政
治
を
墾
戯
し
て
い
る
と
読
嚇
し
、
十
一
月
十
五
日
の
夜
、
神
武
門
か
ら
宮
廷

に
入
り
、
中
墨
に
密
告
し
、
銀
光
祖
一
派
が
不
軌
（
反
乱
）
の
行
動
を
と
っ
た
と
し
て
、
幽
光
祖
、
金
歯
、
金
轡
、
金
緑
、
サ
自
任
、
朴

世
嘉
、
朴
薫
、
奇
遵
ら
は
逮
捕
さ
れ
、
獄
に
下
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。

　
公
は
「
士
と
し
て
斯
の
世
に
生
れ
て
、
息
む
所
の
者
は
君
津
の
み
。
妄
り
に
国
家
の
疾
痛
を
料
る
は
、
利
源
に
在
り
。
故
に
国
詠
を
無

窮
に
新
た
に
せ
ん
と
欲
す
る
の
み
。
頓
に
他
意
無
し
」
と
言
っ
て
い
る
。
公
と
金
言
、
金
提
、
金
緑
の
四
人
に
死
刑
が
下
さ
れ
た
の
を
聞

い
た
領
議
政
（
宰
相
）
の
鄭
血
書
は
入
対
し
て
、
涕
泣
し
て
中
蓋
の
裾
を
引
き
、
極
め
て
諌
め
、
左
相
の
安
塘
ら
を
召
し
て
参
議
以
上
を

集
め
て
議
せ
ん
こ
と
を
請
い
、
そ
の
結
果
、
遠
方
へ
の
流
罪
と
な
り
、
綾
城
に
流
請
と
な
っ
た
。
そ
の
後
、
十
二
月
二
十
日
に
死
を
賜
わ

る
と
い
う
命
令
が
届
い
た
。

　
公
は
、
沐
浴
し
て
衣
を
更
え
、
従
容
と
し
て
役
人
の
思
事
に
言
っ
た
、
「
主
上
が
臣
に
死
を
賜
わ
る
に
は
罪
名
が
あ
る
は
ず
だ
。
昏
々

し
く
承
け
た
ま
わ
ろ
う
」
と
言
っ
た
が
、
事
事
は
答
え
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
公
は
ま
た
、
「
私
は
君
を
愛
す
る
こ
と
父
を
愛
す

る
が
如
く
し
て
き
た
。
天
日
は
私
の
丹
毒
（
こ
こ
ろ
の
う
ち
）
を
照
ら
す
だ
ろ
う
」
と
言
っ
て
従
容
と
し
て
毒
を
仰
い
で
卒
し
た
。
享
年

三
十
八
。
行
状
の
作
者
、
李
退
漢
や
洪
露
宿
は
こ
の
よ
う
に
描
い
て
い
る
が
、
中
宗
が
非
常
な
信
頼
を
寄
せ
て
政
治
に
関
与
さ
せ
て
い
た

光
画
を
極
刑
に
ま
で
す
る
こ
と
に
納
得
し
が
た
い
も
の
が
あ
る
の
を
考
え
て
か
、
「
年
譜
」
に
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
聖
旨

（
中
宗
の
言
）
に
曰
く
、

　
汝
等
、
倶
に
侍
従
の
臣
を
以
て
、
本
よ
り
君
臣
心
を
同
じ
く
せ
ん
と
欲
し
て
激
し
て
治
に
至
る
。
汝
等
人
物
も
ま
た
良
か
ら
ざ
る
を
為
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ち
か
ご
ろ

　
さ
ず
。
た
だ
近
来
、
凡
そ
事
に
過
誤
あ
り
て
平
常
な
ら
ざ
ら
し
め
、
朝
廷
、
日
に
非
な
り
。
故
に
已
む
を
得
ず
こ
れ
を
罪
す
。
然
ら
ば

　
予
の
心
、
何
ぞ
安
か
ら
ん
。
朝
廷
の
大
臣
も
ま
た
何
ぞ
私
意
有
ら
ん
や
。
汝
等
の
事
、
此
に
至
る
は
皆
、
予
の
不
明
に
し
て
、
先
に
其

　
の
微
を
防
ぐ
能
は
ざ
れ
ば
な
り
。
若
し
律
を
以
て
適
せ
ば
、
則
ち
必
ず
こ
こ
に
止
ま
ら
ざ
る
な
り
。
特
に
恒
等
、
私
心
有
る
に
念
ず
。

　
但
だ
国
事
を
為
す
に
自
ら
其
の
過
激
の
過
ち
た
る
を
知
ら
ざ
る
な
り
。

　
こ
の
よ
う
に
理
由
を
述
べ
て
、
鄭
光
弼
を
は
じ
め
と
す
る
参
議
以
上
の
首
脳
部
の
意
見
を
聞
き
入
れ
て
、
流
請
し
て
中
央
か
ら
去
ら
せ

た
と
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
光
祖
は
、

　
臣
、
こ
こ
を
去
る
と
錐
も
、
君
の
心
、
豊
に
知
ら
ざ
ら
ん
や
。
馬
鞭
の
為
す
所
、
果
し
て
過
激
な
る
有
り
。

と
述
べ
て
請
に
赴
い
た
。
こ
の
こ
と
を
聞
い
た
者
達
は
、
皆
下
墨
し
、
涕
泣
し
た
と
い
う
。

　
こ
の
後
、
数
多
く
の
役
人
や
学
生
が
救
済
し
よ
う
と
上
疏
し
た
が
、
押
れ
ら
れ
ず
、
却
っ
て
そ
の
人
達
ま
で
が
下
獄
し
て
し
ま
っ
た
。

こ
れ
が
己
卯
の
年
の
こ
と
で
あ
っ
た
の
で
己
卯
の
士
禍
と
い
う
士
林
派
弾
圧
事
件
で
あ
る
。

　
逸
話
を
一
つ
挙
げ
る
。
母
川
（
光
祖
）
が
死
を
賜
わ
っ
た
の
を
聞
い
た
弟
の
崇
祖
が
路
傍
で
実
し
て
い
る
と
、
山
谷
の
間
か
ら
老
婆
が

や
は
り
泣
き
な
が
ら
来
て
崇
祖
に
、
「
あ
な
た
は
何
故
帯
す
る
の
か
」
と
尋
ね
た
の
で
、
崇
祖
が
、
「
私
は
兄
を
喪
っ
た
か
ら
」
と
言
い
、

そ
し
て
「
お
婆
さ
ん
こ
そ
何
故
食
す
の
で
す
か
」
と
言
う
と
、
老
婆
は
、
「
国
が
趙
大
憲
様
を
殺
し
た
と
聞
き
ま
し
た
。
賢
人
が
死
ね
ば
、

民
は
必
ず
安
心
し
て
生
き
ら
れ
な
く
な
る
。
だ
か
ら
亡
し
て
い
る
の
で
す
」
と
答
え
た
と
（
「
遺
事
」
燈
影
の
己
卯
録
）
あ
る
。
光
祖
は

こ
の
よ
う
に
一
般
の
人
々
か
ら
も
支
持
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
中
宗
の
世
も
終
る
や
、
仁
宗
の
元
年
（
一
五
四
五
）
に
は
光
祖
を
始
め
と
す
る
人
々
と
の
官
爵
が
回
復
し
、
宣
祖
の
時
代
に
な
る
と
太

学
生
の
事
事
憲
ら
の
上
玉
に
よ
り
爵
が
贈
ら
れ
、
文
正
公
の
詮
号
ま
で
贈
ら
れ
た
。
宣
宗
か
ら
趙
光
祖
に
追
贈
す
る
こ
と
を
諮
問
さ
れ
た

李
退
漢
は
、
光
祖
の
人
と
な
り
と
学
問
を
、
「
天
稟
秀
出
、
早
に
性
理
の
学
に
志
有
り
。
霊
廟
（
中
宗
）
治
を
求
む
る
こ
と
渇
す
る
が
如

く
、
将
に
三
代
の
治
（
理
想
の
政
治
）
を
興
さ
ん
と
し
、
藩
祖
も
ま
た
、
不
世
の
遇
を
為
さ
ん
と
、
金
浄
・
金
提
・
奇
麗
・
韓
忠
ら
と
相

与
に
協
力
同
心
し
て
、
法
条
を
設
立
し
、
小
学
を
以
て
人
を
教
ふ
る
の
方
を
為
し
、
且
つ
呂
氏
器
量
を
挙
行
せ
ん
と
欲
す
」
云
云
と
述
べ
、

「
今
、
若
し
光
祖
を
群
生
し
て
衰
を
溶
せ
ば
、
是
非
は
分
明
な
ら
ん
」
と
結
ん
で
い
る
。
李
退
漢
は
光
祖
の
行
状
の
後
半
に
於
い
て
詳
述
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し
て
い
る
。

葡
『
月
淵
先
生
文
集
』
　
李
造
　
撰

　
　
　
　
　
　
　
り
た
い

　
本
集
は
、
月
淵
李
造
の
詩
文
集
で
、
二
巻
一
冊
、
全
8
5
丁
。

　
底
本
は
国
立
中
央
図
書
館
蔵
本
。

　
本
書
は
兵
火
に
よ
っ
て
散
財
し
て
い
た
李
遣
の
詩
文
と
事
蹟
を
混
滅
さ
せ
な
い
た
め
に
、
五
代
の
孫
の
寒
湿
材
と
六
代
の
孫
の
李
之
復

ら
が
遺
稿
を
集
め
て
一
編
と
し
た
。
そ
の
後
、
九
代
の
孫
の
李
尊
墨
が
、
五
代
の
祖
で
あ
る
李
行
（
号
冷
評
子
）
と
李
迫
の
こ
と
を
記
し

た
『
二
黒
実
紀
』
と
い
う
本
か
ら
、
二
人
を
分
離
し
て
再
編
し
た
定
稿
本
を
も
と
に
し
て
、
高
宗
の
十
年
（
一
八
＝
二
）
に
十
代
の
孫
の

李
章
雲
、
十
一
代
の
孫
の
李
鐘
述
が
集
め
て
刊
行
し
た
の
が
初
刊
本
で
あ
る
。
こ
れ
に
十
二
代
の
孫
の
李
栩
九
が
鍾
述
の
世
系
図
を
追
加

し
て
隆
煕
庚
戌
（
四
年
・
一
九
一
〇
）
に
木
版
で
刊
行
し
た
の
が
重
刊
本
で
あ
る
。

　
こ
れ
に
は
李
行
の
『
騎
牛
先
生
文
集
』
（
「
韓
国
文
集
叢
刊
」
第
七
輯
所
収
）
解
題
3
7
の
序
（
許
伝
）
、
践
（
姜
蘭
馨
）
を
も
参
照
。

　
内
容
は
、
影
響
の
高
宗
の
九
年
壬
申
（
一
八
七
二
）
の
序
、
姜
蘭
馨
の
後
序
、
世
系
（
三
十
世
ま
で
あ
る
）
、
そ
し
て
目
録
が
あ
っ
て

本
文
。

　
巻
一
、
詩
（
1
0
首
）
、
碑
銘
（
1
）
こ
れ
だ
け
が
李
遣
の
作
品
、
詩
の
六
番
か
ら
の
三
首
が
「
翰
苑
直
盧
懐
郷
」
で
、
朝
廷
に
宿
直
を

し
た
際
、
故
郷
に
帰
る
思
い
を
述
べ
た
も
の
で
、
李
造
の
生
き
方
を
描
い
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
せ
き
ろ
く

　
附
録
は
行
状
（
三
孝
述
）
、
墓
謁
銘
（
李
万
材
、
柳
厚
柞
の
二
首
）
他
。
言
行
撫
録
（
八
代
孫
、
李
乗
泰
）
及
び
遺
事
（
十
代
孫
、
李

章
雲
）
。
魚
油
の
作
が
殆
ん
ど
残
っ
て
い
な
い
た
め
、
各
種
文
献
か
ら
倉
造
の
言
行
や
遺
事
か
ら
集
め
ら
れ
た
文
は
、
李
造
を
知
る
貴
重

な
手
が
か
り
。

　
巻
二
、
附
録
、
幸
運
が
政
界
を
引
退
し
た
後
に
住
ん
だ
讐
鏡
堂
や
月
旦
台
の
重
建
記
。
詩
、
李
遣
と
交
友
の
あ
っ
た
申
事
漢
、
魚
上
江

ら
諸
賢
と
の
唱
酬
詩
、
台
堂
題
詠
（
8
首
）
。

　
賊
（
李
敦
萬
）
、
践
（
十
二
代
孫
の
李
颯
九
の
隆
煕
庚
戌
（
四
年
・
一
九
一
〇
）
二
首
。
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李
遣
（
一
四
人
三
・
成
宗
十
四
年
i
一
五
三
六
・
中
宗
三
十
一
年
）

　
　
　
　
　
　
　
タ
イ

　
姓
は
李
、
名
は
造
、
字
は
仲
豫
。
朧
州
の
人
。
「
月
淵
先
生
世
系
図
」
に
は
、
高
麗
時
代
の
李
仁
徳
か
ら
系
譜
が
あ
る
が
、
崔
郵
亭
の

行
状
や
墓
丹
青
は
、
五
代
の
祖
（
初
代
か
ら
は
九
代
目
）
の
寒
行
か
ら
述
べ
て
い
る
の
で
彼
か
ら
に
す
る
。
李
行
、
字
は
周
道
、
号
は
騎

牛
子
。
高
麗
末
の
高
級
官
吏
、
吏
曹
判
書
・
芸
文
館
大
提
学
。
高
祖
の
車
曳
（
字
、
平
虜
）
は
芸
文
館
大
利
学
。
曽
祖
の
李
孜
（
字
、
善

甫
）
は
資
憲
大
夫
・
知
敦
寧
府
事
。
祖
父
の
広
神
碩
（
字
、
直
之
）
は
通
訓
大
夫
。
父
の
李
師
弼
（
字
、
汝
良
）
は
効
力
校
尉
。
戊
午
の

士
禍
の
た
め
左
遷
さ
れ
た
。
母
は
進
士
柳
子
恭
の
女
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
や
こ

　
公
は
成
型
癸
卯
、
即
ち
成
宗
の
十
四
年
に
京
の
第
宅
で
生
れ
た
。
資
質
は
異
凡
で
あ
り
、
幼
い
時
か
ら
徳
器
あ
り
と
言
わ
れ
て
い
る
。

父
が
戊
午
の
士
禍
に
関
係
し
て
、
官
僚
と
し
て
の
途
に
意
欲
を
失
っ
て
い
て
、
凝
川
（
密
陽
）
に
居
住
し
た
。
そ
の
よ
う
な
中
で
、
金
慕

斎
（
安
国
）
先
生
の
門
に
入
っ
て
勉
学
し
た
。
そ
こ
で
金
思
斎
（
正
国
）
、
李
中
豊
・
権
老
声
・
唐
松
巷
・
申
企
斎
（
光
漢
）
・
金
十
清
・

魚
灌
圃
（
得
江
）
ら
と
交
わ
り
、
戸
々
討
論
し
、
詩
文
や
書
に
も
精
通
す
る
中
に
、
道
義
を
も
酒
養
し
て
い
っ
た
。

　
丁
卯
（
中
宗
二
年
・
一
五
〇
七
）
の
年
に
生
員
・
進
士
の
試
験
に
合
格
し
、
庚
午
（
一
五
一
〇
）
に
は
文
科
に
登
第
し
た
。
時
に
二
十

人
歳
で
あ
っ
た
。
（
朝
鮮
に
於
て
は
生
員
・
進
士
の
試
が
あ
り
、
そ
の
上
に
文
科
の
試
が
あ
り
、
こ
れ
に
合
格
す
る
こ
と
が
中
国
の
進
士

に
当
る
よ
う
に
、
中
国
か
ら
採
り
入
れ
た
制
度
だ
が
少
し
異
な
る
）

　
辛
未
（
中
宗
六
年
・
一
五
一
一
）
の
年
以
後
、
官
界
に
入
り
、
以
後
歴
任
し
た
官
職
は
、
ま
ず
承
文
院
に
入
っ
て
正
字
と
な
り
、
つ
い

で
著
作
、
校
検
、
そ
し
て
芸
文
館
に
移
り
検
閲
、
ま
た
下
文
院
注
書
か
ら
待
教
、
奉
教
と
昇
進
し
て
い
く
。
後
を
列
挙
す
る
と
、
奉
常
寺

判
官
、
司
導
寺
副
正
、
春
秋
館
編
修
官
、
実
録
記
事
官
、
そ
し
て
天
子
に
直
言
す
る
司
諌
院
正
言
、
弘
文
館
典
翰
と
要
職
を
拝
し
、
こ
れ

ら
の
職
務
を
遂
行
す
る
に
当
っ
て
、
心
を
尽
し
て
察
識
し
て
行
な
っ
て
い
た
が
、
権
妊
の
忌
む
所
と
な
り
、
陥
し
入
れ
ら
れ
る
こ
と
に
な

り
、
地
方
官
に
転
出
さ
せ
ら
れ
た
。

　
公
は
豊
基
郡
の
足
守
と
な
り
、
貧
し
い
生
活
に
甘
ん
じ
て
、
自
ら
の
俸
禄
を
民
の
為
に
使
っ
て
学
校
を
建
て
庶
民
の
教
育
に
尽
力
し
た
。

そ
れ
ら
を
後
に
郡
民
が
碑
を
立
て
て
顕
彰
し
て
い
る
。

　
当
時
の
権
力
者
の
金
安
老
が
、
公
が
ま
だ
翰
林
院
に
居
た
時
の
こ
と
、
安
老
は
公
の
朝
廷
に
お
け
る
存
在
が
気
に
入
ら
な
い
も
の
が
あ
っ
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た
の

た
が
、
公
の
書
道
に
お
け
る
素
晴
ら
し
さ
を
自
分
の
屏
風
に
揮
っ
て
ほ
し
く
、
権
力
を
惜
み
と
し
て
依
頼
し
て
き
た
。
公
は
権
好
と
し
て

威
を
振
う
金
安
老
に
対
し
て
、
「
吾
が
手
、
量
に
権
貴
に
汚
さ
る
る
を
屏
け
ん
や
」
と
言
っ
て
拒
わ
っ
て
い
る
。
そ
れ
で
安
登
は
、
あ
ら

ゆ
る
面
で
公
に
害
を
加
え
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
だ

　
当
時
の
状
況
を
公
は
、
「
上
は
君
心
の
非
を
格
す
能
は
ず
、
下
は
権
貴
の
輩
を
退
く
る
能
は
ず
」
と
言
い
、
そ
の
上
、
南
衰
、
沈
貞
、

洪
景
舟
ら
が
趙
光
祖
ら
士
林
派
を
追
い
落
と
す
為
に
、
正
否
の
士
禍
が
起
さ
れ
る
に
及
び
、
遂
に
南
帰
（
故
郷
に
帰
る
）
す
る
こ
と
を
決

意
し
て
次
の
よ
う
に
詠
っ
た
。

　
頽
齢
に
し
て
宙
意
、
先
秋
よ
り
薄
し
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
だ

　
主
に
報
い
ん
と
す
る
に
誠
心
未
だ
非
を
格
さ
ず
。

　
久
し
く
攣
披
に
直
す
る
は
宿
志
に
非
ず
。

　
冠
を
神
武
に
掛
け
て
幾
時
か
帰
ら
ん
。

　
年
を
と
っ
て
官
吏
と
し
て
の
意
欲
が
だ
ん
だ
ん
少
な
く
な
っ
て
い
き
、
国
王
に
報
い
る
た
め
に
誠
の
心
で
非
を
正
す
こ
と
も
で
き
ず
に
、

長
い
間
、
朝
廷
に
宿
直
す
る
の
は
、
私
の
本
意
で
は
な
い
。
役
人
と
し
て
冠
を
神
武
門
に
掛
け
て
（
古
人
が
し
た
よ
う
に
）
職
を
辞
し
て
、

い
つ
故
郷
に
帰
ろ
う
か
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
詩
は
、
本
書
巻
一
に
「
皇
軍
に
直
辞
し
て
郷
を
懐
ふ
」
の
一
首
で
、
少
し
前
半
が
省
略

さ
れ
て
い
る
。
続
け
て
ま
た
次
の
よ
う
に
も
詠
っ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ル
イ
リ
ョ
ク
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
ち

　
首
を
回
ら
せ
ば
半
山
、
落
照
（
夕
日
）
を
含
み
、
騎
を
促
し
て
漸
叢
（
疲
れ
た
馬
の
た
て
が
み
）
に
強
ひ
て
鞭
を
加
ふ
。

　
こ
れ
以
後
、
公
は
田
舎
の
別
荘
に
退
身
し
て
、
そ
こ
に
台
を
築
き
、
そ
れ
に
月
詣
と
名
づ
け
、
ま
た
堂
も
建
て
、
そ
れ
に
は
歯
鏡
と
名

づ
け
た
。
こ
れ
に
ち
な
ん
で
自
分
も
「
月
餅
主
人
」
と
号
し
、
ま
た
そ
こ
で
琴
を
弾
じ
書
物
を
読
む
と
い
う
生
活
を
し
た
の
で
「
琴
書
子
」

と
も
号
し
た
。
そ
し
て
日
が
な
一
，
日
、
そ
の
辺
り
を
迫
許
し
て
は
詩
を
吟
じ
、
そ
れ
に
世
の
中
へ
の
憂
愛
の
思
い
を
托
し
た
。

　
金
安
老
が
失
脚
し
た
後
、
中
央
に
召
し
出
さ
れ
て
弘
文
館
藩
翰
、
三
防
府
使
、
聖
霊
館
直
言
な
ど
に
除
せ
ら
れ
て
官
界
を
経
歴
し
た
。

中
宗
三
十
一
年
（
一
五
三
六
）
五
月
六
日
に
卒
し
た
。
享
年
五
十
四
。

　
妻
の
李
氏
（
李
明
胤
の
女
）
と
の
間
に
四
男
二
女
が
あ
り
、
男
は
元
亮
、
元
忠
、
元
晦
、
玉
器
。
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葡
『
企
斎
集
』
申
光
漢
　
撰

　
本
集
は
、
企
斎
申
光
漢
の
詩
文
集
で
、
十
九
巻
十
冊
、
全
隔
丁
。

　
底
本
は
、
原
集
と
別
集
は
高
麗
大
学
中
央
図
書
館
晩
松
文
庫
蔵
本
。
附
録
の
文
集
は
ソ
ウ
ル
大
学
奎
章
閣
蔵
本
。

　
本
書
に
は
序
文
も
選
書
も
な
い
た
め
、
そ
の
成
立
は
よ
く
分
か
ら
な
い
が
、
『
韓
国
文
集
叢
刊
』
解
題
1
に
は
、
李
美
実
氏
が
「
眉
岩

日
記
草
」
の
記
事
か
ら
一
五
七
三
年
頃
、
海
州
で
木
版
に
よ
っ
て
刊
行
さ
れ
た
も
の
が
原
集
及
び
別
集
で
、
後
に
附
録
と
し
て
文
集
が
追

刻
さ
れ
た
と
述
べ
て
い
る
。

　
内
容
は
十
九
巻
と
前
述
し
た
が
、
原
集
十
二
巻
、
附
録
二
巻
、
別
集
七
巻
、
文
集
三
巻
よ
り
成
る
。

　
企
斎
集
（
原
集
）

　
巻
一
、
賦
（
1
5
首
）
。
巻
二
、
詩
（
6
5
）
。
巻
三
、
詩
（
餅
）
。
巻
四
、
詩
（
6
0
）
。
巻
五
、
詩
（
8
9
）
。
巻
六
、
詩
（
8
5
）
、
連
句
（
5
）
。

巻
七
、
詩
（
6
4
）
。
巻
八
、
詩
（
6
3
）
。
巻
九
、
詩
（
皿
）
。
巻
十
、
賦
（
1
0
）
。
七
十
一
、
詩
、
皇
華
集
（
4
1
）
。
巻
十
二
、
詩
、
皇
華
集

（
5
7
）
。
巻
十
三
、
附
録
、
祭
文
（
3
）
、
挽
章
（
1
3
）
。
巻
十
四
、
附
録
。
行
状
、
墓
誌
銘
井
序
（
洪
逞
）
。
こ
の
企
斎
集
（
原
集
）
は
詩

集
で
、
巻
九
の
詩
の
中
に
、
目
本
国
の
正
使
（
対
馬
の
問
題
の
関
係
者
）
僧
安
心
東
堂
へ
の
詩
が
五
首
あ
る
。

　
別
集
（
企
斎
別
集
）

　
巻
一
、
詩
（
姐
首
）
。
こ
こ
に
も
送
日
本
正
使
安
心
東
平
と
い
う
の
が
一
首
あ
る
。
巻
石
、
詩
（
8
2
）
。
巻
三
、
詩
（
7
5
）
。
巻
四
、
詩

（
0
1
1
）
。
巻
五
、
詩
（
9
8
）
。
巻
六
、
詩
（
5
4
）
。
巻
七
、
歌
詞
（
2
7
）
。

　
文
集
（
企
斎
文
集
）

　
巻
一
、
弁
（
1
）
。
記
（
1
0
）
。
志
（
1
）
。
説
（
2
）
。
論
（
1
）
。
序
（
7
）
。
筍
（
2
）
。
状
（
2
）
。
碑
銘
・
墓
誌
（
4
）
。

　
巻
二
、
碑
銘
・
墓
誌
（
8
）
。

　
巻
三
、
碑
銘
・
墓
誌
（
3
）
。
祭
文
（
1
2
）
。
雑
著
（
4
）
こ
こ
に
「
訴
旱
悔
文
」
が
あ
る
。
表
箋
（
1
9
）
。
銘
（
2
）
。
歌
謡
（
1
）
。
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姓
は
申
、
名
は
光
漢
、
字
は
漢
之
、
一
の
字
は
時
晦
。
嬌
南
の
高
霊
県
の
人
。
（
本
書
巻
十
四
所
収
の
「
文
墨
公
行
状
」
を
中
心
に
述

べ
る
）

　
九
代
の
祖
千
成
用
は
高
麗
の
検
校
、
軍
器
監
。
以
下
鯨
帯
升
、
申
仁
材
、
申
思
置
、
高
徳
隣
と
続
き
、
高
祖
の
申
包
翅
は
工
曹
参
議
。

曽
祖
の
二
丈
は
油
石
参
判
。
祖
父
の
箇
箇
舟
は
領
議
政
（
総
理
大
臣
）
と
な
っ
た
人
。
著
に
『
保
閑
斎
集
』
が
あ
り
、
日
本
に
と
っ
て
は

叔
舟
の
『
海
東
諸
国
紀
－
朝
鮮
人
の
見
た
中
世
の
目
本
と
琉
球
－
』
（
岩
波
文
庫
に
田
中
健
夫
の
訳
が
あ
る
）
で
知
ら
れ
て
お
り
、
本
叢

書
の
働
に
入
っ
て
い
る
人
。
父
の
申
澗
は
、
五
重
が
四
歳
の
時
に
早
世
し
た
の
で
官
は
内
資
整
正
と
高
位
に
至
ら
な
か
っ
た
。
母
は
司
圃

の
鄭
博
の
女
。

　
公
（
長
箱
）
は
、
四
歳
で
父
を
疑
っ
た
た
め
、
成
童
に
な
る
ま
で
学
ぶ
こ
と
は
し
な
か
っ
た
の
で
、
家
中
の
老
碑
ら
か
ら
悪
口
を
言
わ

れ
た
が
、
幼
い
公
は
「
今
は
ま
だ
学
ん
で
い
な
い
が
、
学
ぶ
時
に
は
千
群
の
人
を
超
え
て
や
る
」
と
言
っ
た
の
で
、
碑
僕
ら
は
公
の
才
気

が
卓
絶
し
て
い
る
こ
と
に
驚
い
て
い
る
。
十
五
歳
の
時
、
書
を
読
む
こ
と
を
知
り
、
発
憤
し
て
そ
れ
ま
で
の
友
人
と
は
絶
交
し
て
師
友
に

つ
い
て
学
問
に
精
進
し
た
。
そ
の
結
果
、
数
年
も
経
な
い
う
ち
に
一
人
前
の
儒
学
者
の
力
を
つ
け
た
。

　
そ
の
頃
、
嶺
南
か
ら
名
あ
る
儒
者
が
来
て
、
公
と
詩
文
を
競
い
合
っ
た
が
、
公
は
一
歩
も
引
け
を
と
ら
な
い
ど
こ
ろ
か
、
そ
の
古
賦
を

作
っ
て
は
首
位
を
取
っ
た
た
め
、
公
は
大
い
に
名
を
挙
げ
た
。
土
山
君
の
十
年
、
所
謂
甲
子
の
士
禍
が
起
こ
る
や
、
公
は
時
の
政
治
に
絶

望
し
、
戸
を
閉
じ
て
読
書
す
る
と
い
う
生
活
を
し
、
「
有
感
の
辞
」
を
作
っ
て
次
の
よ
う
に
詠
う
、

　
鳥
有
り
、
三
年
、
飛
び
鳴
か
ず
、

　
天
地
、
寂
實
と
し
て
好
き
声
無
し
。

　
我
、
肝
を
抜
き
て
赤
い
血
を
出
さ
ん
と
欲
す
。

　
　
　
つ
い

　
飲
み
啄
ば
め
ば
必
ず
執
鳥
と
争
は
ん
。

　
山
は
深
く
路
は
絶
え
、
風
雨
悪
し
。

　
恐
ら
く
は
雛
の
鱗
う
る
有
り
て
集
も
ま
た
傾
か
ん
。

　
因
循
し
て
即
今
、
頭
白
く
な
ら
ん
と
欲
す
。
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暮
年
、
血
涙
淋
零
を
成
さ
ん
。

　
こ
の
詩
は
寒
山
君
の
生
母
で
あ
る
サ
氏
が
、
父
の
成
宗
か
ら
賜
薬
に
よ
っ
て
亡
く
な
っ
て
も
、
鳴
か
ず
飛
ば
ず
の
三
年
と
い
う
故
事
の

よ
う
に
、
葬
式
も
せ
ず
に
い
る
こ
と
を
寓
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
詩
が
公
に
な
る
と
予
測
の
つ
か
な
い
事
件
に
な
ろ
う
と
考
え
焼
却

し
て
問
題
と
な
ら
な
い
よ
う
に
し
た
が
、
こ
れ
は
幼
い
時
か
ら
身
に
つ
け
た
公
の
処
生
法
で
あ
る
。

　
丁
卯
の
年
（
中
庸
二
年
・
一
五
〇
七
）
に
は
進
士
の
試
験
に
合
格
し
、
三
年
後
の
庚
午
の
年
に
乙
科
に
及
第
し
た
。
時
に
二
十
七
歳
。

早
速
、
承
文
院
列
記
に
遂
せ
ら
れ
て
官
界
入
り
し
、
翌
年
に
は
副
正
字
、
つ
い
で
正
字
に
昇
進
、
翌
年
に
は
弘
文
館
に
入
り
、
副
修
撰
知

製
教
、
つ
い
で
司
諌
院
正
言
、
十
一
年
（
一
五
一
六
）
に
は
成
均
館
謡
講
へ
。
翌
年
に
司
憲
府
持
手
を
拝
し
、
昭
官
署
の
建
置
に
つ
い
て

非
を
論
じ
た
。
こ
の
事
に
つ
い
て
趙
光
祖
も
そ
れ
の
廃
止
を
唱
え
て
い
た
の
で
そ
の
上
疏
は
嘉
納
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
公
は
光
祖
と

意
見
が
合
っ
て
仲
が
良
く
、
相
共
に
虹
梁
切
磋
し
、
誤
り
が
あ
る
時
は
顔
色
を
改
め
て
責
め
た
の
で
、
光
祖
は
感
謝
し
て
改
め
た
と
い
う
。

　
中
宗
の
十
三
年
（
一
五
一
八
）
、
弘
文
館
の
副
応
教
・
知
製
教
え
か
ら
直
島
へ
、
ま
た
司
諌
か
ら
典
翰
を
拝
し
、
趙
二
半
の
上
疏
に
よ
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぴ
　
び

て
制
度
と
し
て
決
ま
っ
た
賢
良
科
に
よ
っ
て
金
紫
ら
が
採
用
さ
れ
た
。
中
砂
は
夜
の
入
替
す
る
者
と
い
つ
も
古
今
を
論
弁
し
て
は
条
々
と

　
　
　
　
　
　
　
や
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
お
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
ら

し
て
（
熱
心
に
）
已
め
ず
、
も
う
や
め
よ
う
と
巻
を
掩
い
て
は
復
た
展
く
と
い
う
日
々
が
理
り
で
、
夜
も
理
智
（
夜
明
け
）
に
も
な
る
ほ

ど
で
あ
っ
た
。
中
宗
は
公
に
、
「
十
年
間
、
臣
下
と
政
治
を
執
る
席
に
居
る
の
で
、
公
ら
と
機
密
に
関
し
て
努
め
励
ん
で
き
た
の
で
、
君

臣
義
あ
り
と
は
言
う
が
、
そ
れ
よ
り
父
子
親
あ
り
の
よ
う
だ
」
と
言
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
で
あ
っ
た
の
で
、
公
は
南
宗
の
命
を
承
け
て

は
、
侃
服
し
て
終
身
こ
れ
を
踊
し
た
。
後
に
そ
の
こ
と
を
図
工
（
礼
状
）
に
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

　
君
臣
義
あ
り
、
父
子
親
あ
り
の
恩
愛
、
今
に
至
る
ま
で
猶
ほ
丁
寧
（
再
三
懇
ろ
に
曝
し
め
と
す
る
）
な
る
が
ご
と
く
、
廟
堂
（
朝
廷
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
だ

　
に
居
り
て
も
、
江
湖
（
世
間
）
に
労
り
て
も
、
憂
心
何
ぞ
進
退
に
曾
て
ら
れ
ん
。
（
本
書
文
集
巻
二
所
収
「
謝
凸
面
具
馬
豹
簿
外
表
裏
箋
」
）

　
つ
い
で
半
々
館
大
司
成
を
拝
し
た
時
に
は
、
学
生
達
が
喜
ん
で
お
祝
い
に
来
て
学
舎
に
入
り
き
れ
な
い
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
つ
い
で
大
司

諌
を
拝
命
し
、
承
政
院
左
門
旨
を
移
っ
た
が
、
病
の
た
め
余
枢
に
移
り
、
吏
曹
参
議
、
都
承
旨
と
移
っ
た
が
、
当
時
、
病
気
が
ち
の
た
め
、

屡
々
辞
職
を
上
申
す
る
が
、
中
将
は
許
さ
ず
、
と
う
と
う
引
見
し
て
い
る
時
に
眩
が
起
っ
て
倒
れ
て
し
ま
っ
た
。
中
宗
は
、
「
此
の
地
、

卿
に
非
れ
ば
不
可
な
り
。
調
治
し
て
職
に
供
せ
ば
可
な
り
」
と
言
う
ほ
ど
信
頼
が
厚
か
っ
た
。

一　80　一



　
翌
年
の
篇
章
の
年
、
権
好
の
南
衰
、
沈
黒
、
洪
貸
舟
ら
勲
旧
派
（
保
守
派
）
の
人
々
が
権
力
の
坐
に
つ
く
や
、
趙
光
祖
ら
士
林
派
（
改

革
派
）
の
人
々
は
胃
石
に
会
い
、
一
網
打
尽
に
さ
れ
て
し
ま
う
。
こ
の
禍
い
が
公
に
も
及
ぼ
う
と
し
た
が
、
公
は
光
祖
ら
の
一
派
で
あ
る

こ
と
は
分
っ
て
い
て
も
、
罪
に
す
る
根
拠
が
無
く
、
禍
か
ら
免
れ
る
こ
と
が
で
き
た
が
、
下
獄
し
た
後
、
流
請
さ
れ
た
趙
光
祖
を
追
い
か

け
て
行
き
、
平
生
か
ら
の
友
人
に
禍
患
が
迫
ろ
う
と
し
て
い
る
時
、
世
情
の
よ
う
に
心
変
り
な
ど
す
る
は
ず
が
な
く
、
常
の
如
く
所
信
を

守
っ
て
語
ら
っ
て
い
る
。
光
祖
ら
の
影
響
に
け
り
が
つ
け
ら
れ
る
と
と
も
に
、
翌
十
五
年
に
は
中
央
か
ら
出
さ
れ
て
三
防
府
使
と
な
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
ぎ
　
　
　
　
　
　
　
あ
わ
れ

民
の
た
め
に
心
を
尽
す
こ
と
に
な
る
。
公
は
「
貧
を
賑
わ
し
孤
を
位
み
、
教
ふ
る
に
礼
俗
を
以
て
し
、
魚
・
塩
の
利
、
民
に
す
」
と
あ
る

よ
う
に
、
民
の
た
め
善
政
を
施
し
た
。
そ
の
こ
と
を
表
わ
す
も
の
に
「
訴
長
薯
文
」
（
付
録
「
文
集
」
二
二
所
収
）
と
い
う
も
の
が
あ
る
。

旱
越
に
苦
し
む
農
民
の
立
場
を
訴
え
た
も
の
で
、
公
が
地
方
官
と
し
て
民
の
為
に
尽
力
し
て
い
る
姿
が
う
か
が
え
る
。
ま
た
民
は
病
気
に

な
る
と
巫
女
に
祈
祷
を
頼
む
と
い
う
こ
と
で
牛
を
手
離
す
よ
う
な
こ
と
を
し
て
い
た
が
、
公
は
そ
れ
を
迷
信
と
し
て
打
破
す
る
こ
と
で
、

儒
教
の
礼
俗
と
教
育
を
布
い
た
。

　
十
七
年
、
母
が
亡
く
な
り
、
服
喪
す
る
た
め
高
田
に
帰
っ
て
盧
を
作
っ
て
精
進
、
喪
が
開
け
た
あ
と
は
麗
州
の
元
亨
里
に
室
を
築
い
て

門
を
杜
じ
て
出
で
ず
、
読
書
生
活
を
し
た
。
時
の
権
力
者
で
あ
っ
た
金
安
老
、
彼
は
公
の
姻
戚
に
も
当
る
人
で
は
あ
っ
た
が
、
公
を
策
略

で
も
っ
て
籠
絡
し
ょ
う
と
思
っ
て
寓
舎
を
訪
ね
て
来
て
、
東
湖
に
あ
る
別
荘
に
招
い
た
。
し
か
し
公
は
そ
の
求
め
を
拒
わ
り
、
「
保
楽
堂
」

と
い
う
詩
を
作
り
自
ら
の
出
処
進
退
に
つ
い
て
「
進
退
憂
有
り
、
公
、
楽
を
保
つ
も
、
行
蔵
、
意
無
く
、
我
真
を
全
う
せ
ん
」
（
本
書
別

集
巻
五
所
収
）
と
述
べ
て
い
る
。

　
自
宗
三
十
二
年
（
一
五
三
七
）
、
十
一
月
、
金
安
老
、
許
抗
、
票
無
択
ら
酒
好
が
弾
劾
さ
れ
死
を
賜
わ
る
こ
と
で
公
は
再
び
中
央
の
官

界
に
帰
り
、
翌
三
十
三
年
に
は
、
成
均
館
大
司
成
、
知
製
教
に
復
帰
し
て
以
後
二
十
余
年
、
中
央
の
要
職
を
経
歴
、
大
司
諌
の
時
に
は
丁

酉
の
事
件
（
金
安
老
ら
の
政
治
を
墾
角
し
て
悪
事
を
働
い
た
こ
と
で
諌
さ
れ
た
）
に
関
係
し
た
人
に
つ
い
て
の
論
議
が
紛
糾
し
た
の
を
鎮

め
て
重
き
を
成
し
た
。
司
十
三
司
憲
で
は
綱
紀
粛
正
に
努
め
、
兵
曹
参
判
・
刑
曹
参
判
・
玉
里
参
判
を
歴
任
、
三
十
人
年
に
は
漢
城
府
判

サ
、
刑
曹
判
書
と
な
っ
た
時
は
訴
訟
に
於
て
公
正
を
期
し
た
。
中
宗
が
崩
じ
、
心
事
（
一
年
で
崩
じ
た
）
か
ら
明
峰
に
な
っ
て
も
中
央
に

あ
っ
て
弘
文
館
大
圏
学
、
芸
文
館
大
提
学
か
ら
議
政
府
左
参
賛
の
要
職
を
歴
任
し
、
対
馬
と
の
貿
易
や
海
賊
（
本
底
）
の
問
題
に
も
関
与
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し
、
そ
の
解
決
に
努
力
し
た
。
そ
の
関
係
の
日
本
国
正
使
僧
安
心
東
堂
と
交
わ
し
た
詩
が
幾
首
か
残
っ
て
い
る
（
本
書
巻
九
所
収
）
。

　
公
は
生
来
病
弱
の
体
質
で
あ
っ
た
た
め
か
、
病
気
の
た
め
職
を
辞
す
る
上
書
が
数
々
な
さ
れ
て
い
る
が
、
明
認
の
七
年
に
願
い
出
た
際

は
、
明
宗
は
許
可
せ
ず
、
几
杖
の
宴
を
賜
わ
り
、
輔
国
崇
禄
大
夫
霊
城
府
院
君
を
与
え
て
い
る
。
し
か
し
十
年
遅
一
五
五
五
年
）
に
は
辞

職
が
認
め
ら
れ
、
こ
の
年
の
十
一
月
二
日
に
卒
し
た
。
享
年
七
十
二
。
公
の
計
を
聞
い
た
明
宗
は
働
異
し
て
悼
み
、
主
膳
を
進
め
、
三
日

間
、
朝
廷
を
畷
め
る
こ
と
を
命
じ
、
遺
族
に
礼
官
を
遣
わ
し
て
素
物
を
賜
わ
り
、
弔
意
を
表
わ
し
た
。

　
公
に
は
、
黒
馬
根
の
女
と
の
間
に
二
女
、
後
妻
の
軍
戸
貞
の
女
と
の
間
に
は
二
男
二
女
が
あ
り
、
長
男
の
漢
（
常
員
）
、
次
男
律
（
都

事
）
が
あ
る
。
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